
『ＧｏＴｏトラベルキャンペーン』

ご利用時の領収書発行に関するご案内

日頃より当館をご利用頂き、誠にありがとうございます。

この度、観光庁ならびにＧｏＴｏトラベル事務局からの通達に従い、

[ＧｏＴｏトラベルキャンペーン]ご利用時の領収書発行について

以下の内容にて対応する事といたしましたのでご報告申し上げます。

【領収書の発行について】

ＧｏＴｏトラベル支援対象となるご宿泊代につきましては

領収書の宛名を『ご宿泊者名のみ』にて発行いたします

（『会社名』『会社名＋ご宿泊者名』『宛名なし』での発行はできません）

※ＧｏＴｏトラベル適用外の宿泊予約を除きます

※ご宿泊代に含まれない駐車料金などの追加費用は上記対象となりません

【上記対応の対象期間】

２０２０年１１月１６日(月)

～ＧｏＴｏトラベルキャンペーン終了まで
※11月6日以降のご予約分より対象となります

※対象期間は変更となる場合がございます

2020年11月16日

ご不便をお掛けいたしますが、

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


